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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　関心対象物質を検出する分析装置にサンプルを供給する検出器入口であって、
　サンプリング容積部を有して、ガス状流体のフローを通過させるためのプレナムと、
　前記プレナム内に配置され、該サンプリング容積部からガス状流体のサンプルを収集し
て、このサンプルを分析装置に供給するよう構成されるピンホール入口を有するサンプリ
ング入口であって、前記フローが粒子を搬送する、該サンプリング入口と、
　前記サンプリング入口を取り囲むようプレナムの周りにガス状流体の循環フローを生じ
、これにより流体が搬送する粒子の空間的分布を変化させ、サンプリング容積部に進入す
ることなくサンプリング入口を通り越して搬送される粒子の相対的比率を増加させるよう
構成されるフロー導向器と、を備えている、検出器入口。
【請求項２】
　請求項１記載の検出器入口において、前記プレナムは、前記流体フローをフロー方向に
導向させ、またこれにより循環フローが前記フロー方向に交差する回転軸線周りに循環す
るよう構成されている、検出器入口。
【請求項３】
　請求項２記載の検出器入口において、前記フロー導向器は、前記プレナムへのフロー入
口と、前記プレナムからのフロー出口であって、前記フロー入口から前記プレナムへのフ
ロー方向に交差する方向にフローを搬送する向きに整列する、該フロー出口とを有する、
検出器入口。
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【請求項４】
　請求項３記載の検出器入口において、前記フロー入口は前記フロー出口よりも小さい断
面積を有する、検出器入口。
【請求項５】
　請求項１～４のうちいずれか一項記載の検出器入口において、前記フロー導向器は、前
記プレナムの湾曲した壁であって、前記循環フローが前記プレナムの湾曲した壁の内面に
追随するよう構成されている、該湾曲した壁を有する、検出器入口。
【請求項６】
　請求項５記載の検出器入口において、前記フローが搬送する粒子の空間的分布を変化さ
せることは、前記プレナムの前記湾曲した壁からの距離に従って、前記フローが搬送する
粒子の相対比率を減少することを含む、検出器入口。
【請求項７】
　請求項１～６のうちいずれか一項記載の検出器入口において、前記プレナムは、前記ガ
ス状流体のフローをフロー方向に導向させるよう配列し、また前記循環フローが前記フロ
ー方向に整列する回転軸線周りに循環するよう構成されている、検出器入口。
【請求項８】
　請求項７記載の検出器入口において、前記プレナムはシリンダを有し、前記回転軸線は
前記シリンダの長手方向軸線に整列する、検出器入口。
【請求項９】
　請求項７又は８記載の検出器入口において、前記フロー導向器は、前記プレナムへのフ
ロー入口と、前記プレナムからのフロー出口と有し、また前記フロー入口及び前記フロー
出口は前記フロー方向に離間している、検出器入口。
【請求項１０】
　請求項１～９のうちいずれか一項記載の検出器入口において、前記フロー導向器は、前
記プレナム内で螺旋状経路に整列する構造を有し、例えば、前記構造は、前記プレナムの
前記壁におけるフィン、又は溝を有する、検出器入口。
【請求項１１】
　請求項１～１０のうちいずれか一項記載の検出器入口において、前記フロー導向器は、
前記循環フロー周りにガス状流体を移動させるよう配置したムーバーを有し、例えば、前
記ムーバーは、ガス状流体のジェットを前記プレナムの壁の内面周りに吹き込むよう配列
されている、検出器入口。
【請求項１２】
　請求項１～１１のうちいずれか一項記載の検出器入口において、さらに、前記フロー通
路内の前記ガス状流体を加熱するヒータを備える、検出器入口。
【請求項１３】
　請求項１～１２のうちいずれか一項記載の検出器入口において、さらに、前記循環フロ
ーを生成するよう前記フローに付加的ガス状流体を導向させるよう構成された付加的流体
経路を備える、検出器入口。
【請求項１４】
　関心対象物質を検出する分析装置と、ガス状流体のサンプルを前記分析装置に供給する
よう配置された請求項１～１３のうちいずれか一項記載の検出器入口とを備える、検出器
入口。
【請求項１５】
　関心対象物質を検出する分析装置に対してサンプルを供給する検出器入口において、
　ガス状流体の吸入フローをフロー方向に搬送するフロー通路と、
　前記フロー通路周りの前記ガス状流体の循環フローを生成するよう配列されたフロー導
向器であって、前記循環フローは、前記フロー方向に整列する回転軸線を有し、これによ
り前記流体が搬送する粒子の空間的分布を変化させるものである、該フロー導向器と、
　前記循環フローによって取り囲まれるサンプリング容積部から前記流体のサンプルを収
集し得るピンホールを有するサンプリング入口と、を備える、検出器入口。
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【請求項１６】
　請求項１５記載の検出器入口において、前記フロー導向器は、前記循環フローを生成す
るよう前記ガス状流体のフローの方向を変化させるよう構成された表面を有し、例えば、
前記表面は溝又はフィンを有するものである、検出器入口。
【請求項１７】
　請求項１５又は１６に記載の検出器入口において、前記フロー導向器は、前記吸入した
フローにガス状流体の付加的フローを送給して前記循環フローを生成させるよう構成され
た付加的流体経路を有する、検出器入口。
【請求項１８】
　請求項１５～１７のうちいずれか一項記載の検出器入口において、前記フロー導向器は
、前記フロー通路へのフロー入口と、及び前記フロー通路からのフロー出口とを有し、ま
た前記フロー入口及び前記フロー出口は前記回転軸線の方向に沿って離間している、検出
器入口。
【請求項１９】
　請求項１８記載の検出器入口において、前記フロー出口は、第１フロー出口及び第２フ
ロー出口を有し、またサンプリング入口が前記第１フロー出口と前記第２フロー出口との
間に配置されている、検出器入口。
【請求項２０】
　請求項１９記載の検出器入口において、前記第１フロー出口及び前記第２フロー出口は
、少なくとも部分的に前記フロー方向に整列する、検出器入口。
【請求項２１】
　関心対象物質を検出する方法において、
　フロー通路に沿ってガス状流体のフローをフロー方向に供給する供給ステップであって
、前記フロー通路はサンプリング容積部を含むものである、該供給ステップと、
　前記フロー通路周りに前記ガス状流体の循環フローを誘発するステップと、
　前記サンプリング容積部からピンホールを有するサンプリング入口を介して前記ガス状
流体のサンプルを採取する採取ステップであって、前記循環フローは前記サンプリング容
積部を取り囲むものである、該採取ステップと、
　前記関心対象物質を検出する検出器に記サンプルを供給するステップとを備える、方法
。
【請求項２２】
　請求項２１記載の方法において、前記フロー通路は湾曲した壁を有するプレナムを備え
、前記ガス状流体の前記循環フローは、前記湾曲した壁の内面に追随する、方法。
【請求項２３】
　請求項２２記載の方法において、前記循環フローは、前記フローが搬送する粒子の空間
的分布を変化させ、これにより前記プレナム周りに前記フローによって搬送される粒子の
相対比率が、前記プレナムの前記湾曲した壁からの距離に伴って減少する、方法。
【請求項２４】
　請求項２２又は２３記載の方法において、前記湾曲した壁は前記ガス状流体のフローを
フロー方向に導向させ、また前記循環フローは前記フロー方向に整列する回転軸線周りに
循環する、方法。
【請求項２５】
　請求項２４記載の方法において、前記プレナムはシリンダを有し、前記回転軸線は前記
シリンダの長手方向軸線に整列する、方法。
【請求項２６】
　請求項２４又は２５記載の方法において、前記ガス状流体のフローはフロー入口からフ
ロー出口に流動し、また前記フロー入口及び前記フロー出口は、前記シリンダの長手方向
軸線の方向に離間する、方法。
【請求項２７】
　請求項２１記載の方法において、前記流体のフローはフロー方向に流動し、また前記循
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環フローは前記フロー方向に交差する回転軸線周りに循環する、方法。
【請求項２８】
　請求項２７記載の方法において、前記流体のフローはフロー入口からフロー出口に流動
し、また前記フロー出口は、前記フロー入口からのフロー方向に交差する方向にフローを
搬送する、方法。
【請求項２９】
　請求項２８記載の方法において、前記フロー入口での前記流体のフローは、前記フロー
出口での前記流体のフローよりも速いものである、方法。
【請求項３０】
　請求項２２～２９のうちいずれか一項記載の方法において、さらに、前記フロー通路に
おけるサンプルを加熱するステップを備える、方法。
【請求項３１】
　請求項２２～３０のうちいずれか一項記載の方法において、さらに、前記循環フローを
生成するよう前記フロー通路にガス状流体の付加的フローを供給するステップを備える、
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は検出方法及び装置に関し、またより具体的には、検出器用のサンプルを採取す
るための方法及び装置に関し、さらにより具体的には、粒子が存在する蒸気のサンプルを
採取する方法及び装置に関し、これら方法及び装置は、分光分析、例えばイオン移動度分
光分析（Ion mobility spectrometry）及び質量分光分析（mass spectrometry）に特別な
用途を見出すことができる。
【背景技術】
【０００２】
　幾つかの検出器は、分析装置で空気のような流体の流れを検出器入口内に「吸入」し、
その空気をサンプリングし、関心対象物質を検出することによって動作する。その吸入空
気の流れは、ピンホール、毛細管又は薄膜入口のようなサンプリング入口を用いて検出器
入口からサンプリングすることができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　携帯型又は可搬式デバイスが、例えば、軍事及びセキュリティ要員の使用のためにしば
しば必要となり得る。これら要員は、多量の砂塵及び他の粒子物質が存在する厳しい環境
内で活動することがよくある。このような粒子は、サンプリング入口を閉塞させるか、そ
うでない場合、検出器にダメージを与えかねない。幾つかのケースにおいて、空気の流れ
に搬送される粒子には、検出器が敏感性を示す物質を含む場合があり得る。これら粒子が
検出器又は入口内に溜まる場合、検出器を汚染し、また復旧時間問題を引き起こしかねな
い。
【０００４】
　本発明の態様及び実施形態は、関連する技術的問題に対処することを目的とする。
【０００５】
　本発明の実施形態を以下に例としてのみ添付図面につき説明する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１ａ】検出器入口の概略図を示す。
【図１ｂ】図１ａに示すライン「Ａ」に沿う粒子の空間的分布を示す。
【図１ｃ】検出器入口の概略図を示す。
【図２】図１ａの検出器入口の断面図である。
【図３ａ】円筒形フロー通路を有する検出器入口の概略図を示す。
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【図３ｂ】図３ａに示すライン「Ｂ」に沿う粒子の空間的分布を示す。
【図４】図３ａに示すライン「Ｂ」における検出器入口の断面図を示す。
【図５】図１ａの検出器入口を有する検出器の実施形態を示す。
【図６】図３ａの検出器入口を有する検出器の実施形態を示す。
【図７】図１ａの検出器入口を有する検出器の他の実施形態を示す。
【図８】図３ａの検出器入口を有する検出器の他の実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　図面において、同様の参照符号は同様の素子を示すのに使用する。
【０００８】
　本発明の実施形態は、関心対象サンプルを検出する分析装置にサンプルを供給する検出
器入口に関する。このような検出器は、先ず粒子を搬送する空気、蒸気及びエアロゾルの
ようなガス状流体のフローを吸入することによってサンプルを採取することができる。次
に、このフローからサンプルを取り込むことができる。例えば、ピンホール入口を用いて
、これらサンプルを取り込み、また関心対象物質を検出することができる検出器に供給し
得る。
【０００９】
　このような吸入フロー内に同伴される粒子は、吸入フロー全体にわたり空間的に均一に
分布し得る。このような粒子の存在は、検出器汚染又はサンプリング入口の閉塞をもたら
しかねない。本発明の実施形態は、蒸気のサンプリングを可能にするとともに、粒子がサ
ンプリング入口に進入する又は詰まらせるのを抑止することを目的とする。このことは、
サンプルを採取する（例えば、検出器のサンプリング入口によって）ことができる領域を
取り囲む（包囲する）循環フローを誘導することによって達成することができる。この領
域において粒子の相対数が激減し、これはすなわち、そうでない場合に相当均一な空間的
分布となるものがこの循環フローの遠心効果によって変更されるからである。
【００１０】
　本発明の明細書は、このことを達成する多数のやり方を説明する。図１ａはこのように
動作するよう構成される検出器入口を示す。
【００１１】
　図１ａは、フロー入口２、フロー出口４及びプレナム１１を備える検出器入口１を示す
。プレナム１１は、内面１２を有する壁８からなる。プレナムにおけるサンプリング容積
部１０からサンプルを採取するピンホールのようなサンプリング入口１４を配置する。図
２は図１ａの検出器入口の断面図を示す。図２からは、サンプリング入口をプレナム１１
の中心領域からガス状流体のサンプルを収集するよう構成できることが分かる。例えば、
図１において、プレナムは、吸入したフローの経路が図面の平面に整列する平面図で示さ
れる。この図において、プレナム１１は、丸みがある形状、例えば円形の形状を有する。
サンプリング入口は、この丸みがある形状のプレナムの中央に又はその近傍に配置するこ
とができる。
【００１２】
　フロー入口２及びフロー出口４は、それぞれ材料ブロックを切削しかつ材料で囲まれる
チャンネル、又はパイプ若しくはチューブのような導管から構成することができる。図１
に示すフロー入口及びフロー出口は異なる方向に整列する。フロー入口２及びフロー出口
４は双方ともにプレナム１１に接合し、したがって、検出器入口１を通過する流体の経路
における湾曲部に存在する。プレナム１１において、ガス状流体のフローは、ガス状流体
がフロー入口２からプレナム１１を経てフロー出口４に流れるとき方向転換を受ける。
【００１３】
　プレナム１１は、壁８の内面１２によって区切られる内側容積部を有する。図示のよう
に、壁８の内面１２は湾曲し、例えば、壁８の内面１２の曲率は、フロー入口２からフロ
ー出口４への吸入フローの経路に湾曲部を生ずるよう構成することができる。図２に示す
ように、プレナムのフロー断面はフロー入口２のフロー断面よりも大きい。この状況にお
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いて、フロー断面は、ガス状流体のフロー方向に交差する方向の面積を意味する。例えば
、プレナム１１は、フロー入口２がプレナム１１に合流するフロー経路の拡開を生ずるこ
とができる。このことは、ガス状流体がプレナム１１に進入するときにガス状流体のフロ
ーを遅くするよう作用し得る。図２の図示において、フロー出口４は、フロー出口４より
も大きいフロー断面を有する平面で示す。このことは、フロー出口４においてプレナムか
ら流出するガス状流体により遅いフロー速度を付与する１つの方法である。出口でフロー
速度をより遅くすることは、プレナムを巡る循環フローの生成を促すことができる。
【００１４】
　上述したように、フロー入口２は、ガス状流体をプレナム１１に導き入れるよう構成す
る。プレナム１１は、プレナム１１によってサンプリング入口の一方の側を通り越して設
けられる湾曲部の外側周りの第１フロー経路と、及びサンプル入口の他方の側を通り越し
て設けられる湾曲部の内側周りの第２フロー経路とを有する。このようにして、プレナム
１１の中央に又はその近傍にサンプリング入口を位置決めすることによって、サンプリン
グ入口１４を取り囲む流体の循環フローを誘発することができる。この循環フローは、流
体が搬送する粒子の空間的分布を変化させて、サンプリング入口１４がサンプルを採取す
るサンプリング容積部１０に進入することなくサンプリング入口１４を通り越して搬送さ
れる粒子の相対的比率を増加させることができる。フロー出口４は、ガス状流体がフロー
入口２から流入するよりも遅い速度でガス状流体のフローがプレナム１１から流出するよ
う構成することができる。例えば、フロー出口４は、より広いフロー断面にして、フロー
出口１４を経由するガス状流体の体積流量率がフロー入口２を経由するのと同一体積流量
率と同一であるが、より遅い線速度で流れることができるようにする。このことは、ガス
状流体が湾曲部の内側でサンプリング入口を通り越して戻るよう流れる傾向を増長するこ
とができる。例えば、流体がプレナム１１内に流入することができるこのような実施形態
において、フローは流入後にサンプリング入口における一方の側の周りに湾曲し、フロー
出口４における遅く流れる流体によってフロー出口４に全面的に進入するのを阻止され、
また少なくとも部分的にサンプリング入口１４の他方の側でサンプリング入口を通り越し
て戻るよう流れることによってプレナムを循環する。
【００１５】
　図１ａの装置の動作において、ガス状流体のフローは、吸入されてフロー入口２からプ
レナム１１を経てフロー出口４に移動する。プレナム１１は吸入されたガス状流体におけ
るこのフローの方向を変化させる、例えば、フロー入口２からのフロー方向を曲げる。こ
の曲げの外側は、内方に湾曲するプレナムの壁８によって生ずる。このことは吸入された
流体のフロー方向を変化させ、また流体がプレナム１１を経て流れるとき流体フローをサ
ンプリング入口の周りに曲げる。流体がフロー出口４に達するとき、幾らかのガス状流体
は出口４を経てプレナム１１から退出するが、幾らかのガス状流体は、フロー出口４を通
り越して流れにおける渦流のように湾曲部１３の内側１３でサンプリング入口の他方の側
を通り越して戻る方向に案内され、プレナム１１に留まる。サンプリング入口を通り越し
て戻る方向に流れて再びフロー入口２に復帰したとき、この逆流フローは、フロー入口で
プレナム１１に到達する他のフローに再合流することができる。これと同一のサイクルが
再開して、この再合流フローのうち幾分かが再循環するとともに、幾分かは出口４から退
出する。したがって、ガス状流体フローのうち少なくとも一部に関して、このような実施
形態は、一定断面の真直ぐなパイプに沿う同一フローと比較すると、サンプリング入口周
りにおけるガス状流体の滞留（ドウェル）時間を増大させることができる。
【００１６】
　したがって、流体の少なくとも一部分は、プレナム内周りでサンプリング入口を包囲す
る湾曲した、例えば少なくとも部分的に円形のフロー経路を流れてからフロー出口４から
プレナムを抜け出ることができる。この循環フローは、入口２及び出口４を通過するガス
状流体のバルクフロー方向に交差する、例えば直交する回転軸線の周りに循環することが
図２から分かる。
【００１７】
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　この循環フローは、サンプリング入口周りの遠心効果をもたらすことができ、この遠心
効果は、フローが搬送する粒子をプレナムの壁に向けて、例えば、サンプリング入口から
遠ざかる移動をさせようとする。このことは、循環フローの回転軸線に向かう領域であっ
て、ガス状流体における粒子比率がガス状流体フロー他の領域、例えば、プレナム１１の
壁により近接する流体フロー領域に比べて低減される領域を生ずる。しかし、フローによ
って搬送される蒸気は、プレナム１１周りに自由に拡散し、この低減領域内に留まる。し
たがって、本発明方法は、この低減領域からガス状流体のサンプルを収集して、サンプリ
ング入口を詰まらせる又はこのサンプリング入口に進入して検出器を汚染することがあり
得る粒子の数を減らすステップを備える。
【００１８】
　ラインＡ及びサンプリング容積部１０に沿う粒子の分布を図１ｂにおけるプロットグラ
フで示す。図１ｂに示すように、粒子の数（例えば、単位容積当たりの数）は壁の表面か
らの距離の関数として減少する。例えば、粒子の数は、サンプリング容積部１０に向かう
につれて、また湾曲部の内側１３から離れるにつれて低下する。上述したように、遠心効
果が粒子をプレナムの壁に向う方向に移動させ、またこの運動はサンプリング容積部に向
かう壁からの距離とともに粒子の数を変化させる。図１ｂに示す粒子分布は、壁の表面１
２とサンプリング容積部１０との間における領域に比べて湾曲部の内側１３とサンプリン
グ容積部１０との間における領域の方が粒子の数がより少ないことを示す。粒子理論に固
執したくはないが、壁の表面１２とサンプリング容積部１０との間における流体の一部が
湾曲部の内側１３とサンプリング容積部１０との間における領域に通過し、したがって、
湾曲部の内側１３とサンプリング容積部１０との間における流体はより大きい遠心効果を
受けており、またひいては、より少ない粒子を含むことになり得る。しかし、このような
分布は単なる例であることを理解されたい。
【００１９】
　壁の曲率は、粒子が検出器入口１の内面に衝突するのを減らすよう選択することができ
る。例えば、壁の曲率半径は、流体フローに対して滑らかな経路を付与するよう壁の異な
る部分で相違させることができる。例えば、壁のフロー入口２に隣接する第１部分及び壁
のフロー出口４に隣接する第２部分の双方は、壁における第１部分を第２部分に接合する
部分よりも大きい曲率半径にする。この曲率半径変化は、吸入ガス状流体のフロー方向に
緩やかな変化をもたらす。このことは、ガス状流体によって搬送される粒子及びエアロゾ
ルがプレナムの壁に衝突しまた堆積する傾向を減少することができる。
【００２０】
　図１ｃは、図１ａにつき上述したような検出器入口の実施例を示す。しかし、この図１
ｃにおいては、フロー入口２はフロー出口４と同一向きに整列する。フロー出口４は、し
かし、フロー入口２からはオフセットしている。図１ｃに示す実施例に関しては、フロー
出口４は、フロー入口２から側方に、例えば、流体フローの方向に交差する方向に離間す
る。この実施例において、流体の少なくとも一部分はサンプリング入口を取り囲むプレナ
ム周りの円として流動してから、フロー入口２に平行な方向にフロー出口４を経由してプ
レナムから退出することができる。図１ｃに示す実施例において、フロー出口４は、プレ
ナムのフロー入口２とは反対側８に配置する。したがって、ガス状流体は、フロー入口２
からプレナムに流入するのと同一方向にフロー出口４を経由してプレナムから流出するこ
とができる。しかし、他の実施形態において、フロー出口４はプレナム８のフロー入口２
と同一側に配置することもできる。例えば、プレナムはＵ字屈曲の曲げ部に配置すること
ができる。これら及び他の実施例は、ガス状流体フローの方向に交差する軸線周りに回転
する循環フローを生ずる。
【００２１】
　検出器入口の他の構成も設けることができる。プレナム内における流体の循環フローは
フロー方向に整列する軸線周りに循環することもできる。例えば、プレナムは、流体がシ
リンダに沿って流動できるよう構成した該シリンダのような導管又はフロー通路３２を有
することができる。このような構成において、循環フローの回転軸線は、フロー通路の長
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手方向軸線に整列し得る。このような１つの実施例を図３ａに示す。
【００２２】
　図３ａに示す実施例において、検出器入口は、ガス状流体のフロー方向に平行な軸線周
りに回転する循環フローを生ずるよう構成したフロー通路３２を備える。上述したように
、循環フローは、フロー内粒子の空間的分布に変化をもたらし、フロー通路の壁に近づく
につれて比較的より多くの粒子がフローに搬送される。粒子数はフロー通路の壁からの距
離の関数としても減少する。
【００２３】
　より詳細には、図３ａは、フロー通路３２、フロー入口２９、第１フロー出口２８、及
び第２フロー出口３０を備える検出器入口を示す。フロー通路３２は、壁３３と、フロー
通路３２の壁３３の内面に配列したフィン２２の形式であるフロー導向器と、サンプリン
グ容積部２４と、及びサンプリング入口１４とを有する。図４は、図３ａのマークＢを付
けたラインにおけるフロー通路３２の断面を示す。
【００２４】
　図３ａ及び図４に示す実施例において、フロー通路３２は、材料ブロックを切削しまた
材料で囲まれるチャンネル、又はパイプ若しくはチューブのような導管から構成する。フ
ロー通路３２はバルクフロー方向を画定する。フロー入口２９はこのフロー通路３２の一
部を構成する。第１フロー出口２８及び第２フロー出口３０は、フロー通路３２に沿って
フロー入口２９から離間し、通路の管体軸線から遠ざかる方向に延在する。例えば、フロ
ー出口２８、３０はフロー通路３２から分岐することができる。例えば、フロー通路３２
に対して角度をなすよう配置することができる。これらフロー出口はフロー通路３２に対
して交差する（例えば、直交する）よう配列するが、幾つかの実施形態において、フロー
通路３２の方向に少なくとも部分的に整列することができる。例えば、フロー通路及びフ
ロー出口２８，３０は、Ｙ字状に配列することができる。図３ａに示す実施例において、
第１フロー出口２８及び第２フロー出口３０は管体から異なる方向に延在することができ
、例えば、第１フロー出口２８は、第２フロー出口３０によって搬送される流体フローと
は反対方向にガス状流体フローを搬送するよう配列することができる。
【００２５】
　図３ａにおいて、フロー導向器は、フロー通路３２の内壁３３から突出するフィン２２
を有する。フィン２２は、フロー通路３２の周りにまたフロー通路に沿うねじのねじ山の
ような螺旋状経路に整列することができる。フロー導向器として作用するため、このフィ
ン（又はこれらフィン）は、フロー通路を流動する流体の少なくとも一部分の経路に存在
する。図示の実施例において、フロー導向器はフロー通路３２の壁に結合した２つのフィ
ン２２の形式とする。単独のフィン又はそれより多い数のフィンを使用することもできる
。フィン２２は、フロー通路に沿う螺旋状（例えば、コルク栓抜き状）経路の少なくとも
一部分に整列する薄く細長い構体を有する限り、連続的である必要はない。このフィン（
又はこれらフィン）は、螺旋軸線がフロー通路３２に整列する螺旋状経路に沿ってフロー
通路の内壁によって担持することができ、例えば、螺旋状経路はフロー通路３２と同軸状
にすることができる。フィン２２は、フロー通路３２の壁３３に固着することができ、例
えば、フロー通路３２にはフィン２２を一体に形成することができる。フィンはフロー通
路３２の壁３３から少なくとも１０ミクロン突出することができる。
【００２６】
　フロー通路３２はフロー入口２９からサンプルを受け入れるよう構成する。フロー通路
３２の壁内面におけるフィン２２は、流体のフロー方向を変化させ、フロー通路３２のバ
ルクフロー方向に整列する回転軸線を有する循環フロー２０で流体が流動するよう構成す
る。サンプリング入口１４はサンプリング容積部２４からサンプルを採取するよう配列し
、例えば、図３ａに示すように、サンプリング入口は、サンプリング容積部の中心に配置
することができる。図４は図３ａのフロー通路３２の断面図を示す。図４は、フロー通路
３２に同軸状であり、また流体フロー２０によって取り囲まれるサンプリング容積部を示
す。フロー経路２０は、図３ａ及び図４において、壁３３の内面を流動しかつフィン２２
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によって反時計方向に導かれる流体の循環フローにより示す。
【００２７】
　動作にあたり、ガス状流体はフロー入口２９から吸入され、フロー通路３２を経由して
第１フロー出口２８及び第２フロー出口３０から流出する。フロー通路３２の内壁３３か
ら突出するフロー導向器は、フロー通路におけるガス状流体フローの方向を変化させる。
流体がフロー通路に沿って移動するとき、方向変化が流体に回転を付与し、これにより例
えば、銃身に沿って移動する銃弾に回転運動を誘導する銃身旋条痕のように、流体フロー
はフロー通路の軸線を取り囲む。ガス状流体は、フロー通路の軸線周りに回転し続けると
ともに、第１フロー出口２８及び第２フロー出口３０に向かって移動する。この後、ガス
状流体は第１フロー出口２８及び第２フロー出口３０を経由してフロー通路から退出する
。
【００２８】
　図３ａ及び図４に示す循環流体フロー経路２０はフロー通路に沿うフロー方向に対応す
る軸線を有する螺旋状フロー経路である。このフロー経路は、フィン２２の配列によって
付与することができる。図３ａ及び図４に示す構成において、フィン２２は、フロー通路
の表面に配列され、フロー通路の軸線に同軸状の軸線を有する螺旋パターンを形成するよ
う指向性を与えられる。したがって、流体は、フィン２２の指向性に追随してフロー通路
３２に沿う螺旋状経路で導向される。図３ａ及び図４に示す実施例において、フィンは、
流体フローに対して反時計方向の螺旋をなすよう配列され、したがって、流体がフロー通
路に沿って流動するとき、流体フィンは流体を反時計方向に回転させる。
【００２９】
　フロー通路における流体の循環フローは、流体が搬送する粒子の空間的分布を変化させ
ることができる。上述したように、循環フローは、粒子をフロー通路の壁３３に向けて移
動させる循環フローの遠心効果により、サンプリング容積部２４に進入することなくサン
プリング入口１４を通り越して搬送される粒子の相対的比率を増加させることができる。
壁に向かう粒子の運動は、サンプリング容積部における粒子比率をより低下させ、したが
って、サンプリング容積部における蒸気の比率を増加させる。
【００３０】
　図３ａに示す実施例において、流体循環フローの性質はフィン２２の配列によって決定
される。例えば、フロー通路３２の所定長さあたりフロー通路３２の軸線周りを流体が回
転する回数は、フロー通路３２の壁３３におけるフィン２２の位置によって決定される。
フロー通路３２の長さに沿うより多くの回転数を有するフィン配列、例えば、より小さい
ピッチの螺旋となるよう配列されるフィンによれば、ガス状流体がフロー通路の長さに沿
って移動するとき、フロー通路の軸線周りにより多くの回転サイクルを流体にもたらすこ
とができる。
【００３１】
　ラインＢ及びサンプリング容積部２４に沿う粒子の分布を図３ｂにおけるプロットグラ
フで示す。図３ｂに示すように、粒子の数はフロー通路の壁３３からサンプリング入口に
至るまで減少する。上述したように、遠心効果が粒子をプレナムの壁に向って移動させ、
またこのことがフロー通路３２の軸線付近に位置するサンプリング容積部２４における粒
子の数を減少させる。
【００３２】
　サンプリング入口１４は検出器入口１に接続し、またサンプリング入口１４周りのサン
プリング容積部１０，２４から流体のサンプルを収集し得るようにする。本明細書に記載
の実施形態において、ガス状流体のフローからサンプルを取り込むのに使用されるサンプ
リング入口は、ピンホール入口を有することができる。サンプラー（図示せず）は、サン
プリング容積部１０，２４よりも少量の選択された流体量をサンプリング入口１４から吸
引して分析装置にサンプルを供給するよう構成する。サンプラーは、蒸気をサンプリング
容積部１０、２４からサンプリング入口１４を経由して分析装置に送給するよう構成され
た電気機械的アクチュエータ、例えばソレノイド駆動アクチュエータ及び／又は機械的ポ
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ンプを備えることができる。
【００３３】
　図５はサンプリング入口１４を介して検出器入口１に接続した検出器４８を示し、また
図６はサンプリング入口１４を介して検出器入口３に接続した検出器４８を示す。検出器
４８は、サンプリング入口を介して流体のサンプルを採取するよう構成したサンプラー５
２と、及び分析装置５３とを有する。
【００３４】
　分析装置５３は、サンプリング入口から受け入れたサンプルを分析する、例えば、サン
プルにおける関心対象の１つ又はそれ以上の化学物質を決定するよう構成する。図５及び
図６に示す分析装置５３は質量分析装置を有する。質量分析装置は、イオン化装置と、イ
オン加速器と、ビーム合焦器と、磁石と、及び蒸気のサンプルに対して質量分光分析を行
うよう構成されたファラデー捕集器とを有することができる。
【００３５】
　図示のように、コントローラ５０を接続して、分析装置、フロー供給器及びサンプラー
５２を制御する。コントローラ５０は、プロセッサ、及び検出器４８を動作させる命令を
記憶するメモリを有することができる。
【００３６】
　図７及び図８は、分析装置がイオン移動度分光分析装置７２を有する検出器６８を示す
が、それ以外は図５及び図６に示す装置と同一である。図７のイオン移動度分光分析装置
はサンプリング入口１４によって検出器入口１に接続する。サンプラー５２は、サンプリ
ング入口１４から流体のサンプルを採取し、またイオン移動度分光分析装置７２に供給す
るよう構成される。図５及び図６の実施例と同様に、コントローラ５０は、プロセッサ、
及び検出器６８を動作させる命令を記憶するメモリを有することができる。さらに、図５
及び図６の実施例と同様に、サンプラー５２は、蒸気をサンプリング容積部１０、２４（
図１ａ、図１ｂ、図１ｃ、図２、図３ａ、図３ｂ及び図４に示すような）からサンプリン
グ入口１４を経由して分析装置に送給するよう構成された電気機械的アクチュエータ、例
えばソレノイド駆動アクチュエータ及び／又は機械的ポンプを備えることができる。
【００３７】
　ゲート電極７６は反応領域５８をドリフトチャンバ６２から分離することができる。ゲ
ート電極７６は、ブラッドベリー-ニールセン・ゲートを生ずるよう配列することができ
る少なくとも２つの電極のアセンブリを有することができる。ドリフトチャンバ６２は、
ゲート電極７６側とは反対側のドリフトチャンバ６２の端部近傍に、イオンを検出するた
めのコレクタ７７を有することができる。ドリフトチャンバは、さらに、ドリフトガス入
口７４と、ドリフトチャンバ６２に沿ってイオンコレクタ７７からゲート７６に向かうド
リフトガスのフローを生ずるよう配置されたドリフトガス出口６０とを有する。サンプラ
ー５２はコントローラ５０によって動作して、サンプリング容積部１０，２４（図１ａ、
図１ｂ、図１ｃ、図２、図３ａ、図３ｂ及び図４に示すような）からサンプリング入口１
４経由で流体を採取することができる。サンプラー５２は、さらに、採取したサンプルを
分光分析装置６８の反応領域５８に供給するよう動作することができる。図７及び図８に
示す反応領域は、サンプルをイオン化するイオン化装置５６を有する。イオン化装置５６
は、コロナ放電イオン化装置から構成することができる。ドリフトチャンバ６２は、ドリ
フトチャンバ６２に沿って電界を付与し、ドリフトガスのフローに抗してイオンをコレク
タ７７に向けて移動させるためのドリフト電極６４，７０を有することができる。図７及
び図８の装置は２つのドリフト電極６４，７０を有するものとして示すが、幾つかの実施
形態は２つより多いドリフト電極を有することができる。
【００３８】
　上述したように、本発明検出器入口は、塵埃及び汚染物質が行き渡っている厳しい環境
内で使用できる可搬式デバイスに特別な用途を見出している。これら検出器入口は、図５
及び図６の質量分光分析装置、及び図７及び図８のイオン移動度分光分析装置のような種
々の分析装置、他の種類のアナライザ、分光分析装置及び／又はクロマトグラフィ装置に
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使用することができる。さらに、検出器入口１、３は異なる構成を有することができる。
【００３９】
　上述した幾つかの実施例において、フロー検出器は、単独フロー入口及び単独フロー出
口を有する。他の実施例において、フロー検出器は、1つより多いフロー入口及び１つよ
り多いフロー出口を有することができる。一実施例において、フロー検出器は、フロー入
口の数よりも多い数のフロー出口を有する。これら入口及び出口のフロー断面積は、フロ
ー出口の総フロー断面積がフロー入口の総フロー断面積よりも大きくなるよう選択するこ
とができる。
【００４０】
　上述した実施例において、フロー検出器１の表面は、流体に循環フローを誘発するよう
流体フローを導向させる。フロー検出器１は、さらに、付加的流体をフローに導向させて
循環フローを生成するよう構成した付加的流体経路を有することができる。この付加的流
体経路は、流体をフロー導向器に導入してガス状流体の循環フローを生成するよう流体の
フロー経路を変化させるよう配列した１つ又はそれ以上の流体ジェットを有することがで
きる。
【００４１】
　図３ａ及び図４に示す実施例において、フィンはフロー通路の壁に螺旋状構成をなすよ
う配置し、流体フローがフロー通路に沿って螺旋状経路に存在するようにする。フィンは
螺旋状パターン以外のパターンで表面に配置して、流体のフロー通路に沿う螺旋状でない
循環運動を誘発することができ、例えば、フィンに少なくとも部分的にテーパを付け、例
えば、円錐状スパイラルにすることができる。フィンは流体を反時計方向に導向させるよ
う配列するが、フィンは、さらに、流体が時計方向螺旋状経路で流動するよう時計方向螺
旋状パターンで配列することができる。
【００４２】
　図３ａ及び図４に示す実施例において、フィンはフロー通路３２の壁に配列する。螺旋
状パターンは螺旋の長さに沿って均一ピッチを有することができる。螺旋は、フロー通路
の少なくとも一部、例えば、フロー通路の全部に沿って延在することができる。螺旋状フ
ィンのピッチは、さらに、フロー通路の長さに沿って変化させることができ、例えば、フ
ィンのピッチは、フロー通路の一部分で減少させ、これにより循環フローは、流体がフロ
ー通路の所定長さに対してフロー通路の軸線周りにより多くの回転を受けるものとなるよ
うにすることができる。
【００４３】
　図３ａ及び図４に示す実施例において、フロー導向器は、フロー通路３２の壁３３から
突出するフィンを有する。フロー導向器は、さらに、流体を循環経路に導向させるようフ
ロー通路３２の壁３３に設けた溝を有することができ、例えば、溝は、フロー通路３２の
壁３３における、例えば、ナットにおけるねじ山のような窪み領域とすることができる。
【００４４】
　図３ａ及び図４に示す実施例において、フィンはフロー通路３２の壁から突出する。フ
ィンは、さらに、フロー通路の他の部分から突出することもでき、例えば、フィンは、フ
ロー入口及び／又はフロー出口からフロー通路内に突入することができる。
【００４５】
　図３ａ及び図４に示す実施例において、第１フロー出口２８及び第２フロー出口３０は
フロー通路３２を横切るよう配置する。第１フロー出口２８及び／又は第２フロー出口３
０はフロー方向に少なくとも部分的に整列することもでき、例えば、第１フロー出口２８
及び／又は第２フロー出口３０はフロー通路に対して４５゜の角度をなす向きに指向させ
ることができる。
【００４６】
　図３ａ及び図４に示す実施例において、フロー通路は２０ｍｍ未満の幅とすることがで
きる。フロー通路は、例えば１０ｍｍ未満の幅、例えば５ｍｍ未満の幅、例えば２ｍｍ未
満の幅、例えば１.５ｍｍ未満の幅、例えば０.７５ｍｍ未満の幅、例えば０.５ｍｍ未満
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の幅、例えば０.４ｍｍ未満の幅、例えば０.３ｍｍ未満の幅、例えば０.２ｍｍ未満の幅
、例えば０.１ｍｍ未満の幅とすることができる。
【００４７】
　図３ａ及び図４に示す実施例において、フロー通路は、少なくとも１０ミクロンの幅、
例えば少なくとも０.１ｍｍの幅とすることができる。フロー通路は、例えば少なくとも
０.２ｍｍの幅、例えば少なくとも０.３ｍｍの幅、例えば少なくとも０.４ｍｍの幅、例
えば少なくとも０.５ｍｍの幅、例えば少なくとも０.７５ｍｍの幅、例えば少なくとも１
ｍｍの幅、例えば少なくとも１.５ｍｍの幅、例えば少なくとも２ｍｍの幅、例えば少な
くとも５ｍｍの幅とすることができる。
【００４８】
　検出器入口は、さらに、ガス状流体を循環フロー周りに移動させるムーバーを備えるこ
とができる。このムーバーは、ジェットのようなガス状流体の付加的フローをフロー通路
又はプレナムの壁内面周りに吹き込むよう構成することができる。
【００４９】
　検出器入口は、さらに、プレナム内のガス状流体を加熱するヒータを備えることができ
る。このヒータは、流体フロー、例えばガス状流体を加熱してフローが搬送するエアロゾ
ルを気化するよう構成することができる。一実施例において、ヒータはフロー入口、フロ
ー通路及び／又はプレナムに位置決めすることができる。ヒータは、フィラメントヒータ
のような抵抗ヒータ、例えば、メンブレインヒータとすることができる。ヒータの例とし
ては、赤外線光源もある。
【００５０】
　図１ａ及び図３に示す実施例において、フロー入口はフロー出口よりも小さいフロー断
面積を有する。さらに、フロー入口はフロー出口と同一のフロー断面積を有することもで
きる。幾つかの実施例において、フロー入口はフロー出口よりも大きいフロー断面積を有
することができる。
【００５１】
　図１ａ及び図３に示す実施例において、循環フローはバルクフロー方向に交差する回転
軸線周りに循環する。循環フローは、さらに、循環フローはバルクフロー方向に交差する
以外の、例えばバルクフロー方向に整列する回転軸線周りに循環することができる。
【００５２】
　本明細書に記載の検出器入口は、ホース又はパイプのような導管の構成として説明する
。しかし、上述したように、チャネル、及び材料ブロックに切削して材料によって囲まれ
るプレナムによって設けることもできる。このような実施形態において、本明細書に記載
のフロー通路及び入口は円形断面を有していないことがあり得る。
【００５３】
　さらに、当然のことながら、本発明の任意な態様として説明及び規定した様々な特徴の
特別な組合せも独立的に実装及び／又は供給及び／又は使用することができる。他の実施
例及び変更例も本発明明細書の記載背景から当業者には明らかであろう。
【符号の説明】
【００５４】
　１　　検出器入口
　２　　フロー入口
　３　　検出器入口
　４　　フロー出口
　８　　壁
１０　　サンプリング容積部
１１　　プレナム
１２　　内面
１３　　湾曲部の内側
１４　　サンプリング入口
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２０　　フロー経路
２２　　フィン
２８　　第１フロー出口
２９　　フロー入口
３０　　第２フロー出口
３２　　導管又はフロー通路
３３　（フロー通路３２の）壁
４８　　検出器
５０　　コントローラ
５２　　サンプラー
５３　　分析装置
５６　　イオン化装置
５８　　反応領域
６０　　ドリフトガス出口
６２　　ドリフトチャンバ
６４　　ドリフト電極
６８　　検出器
７０　　ドリフト電極
７２　　イオン移動度分光分析装置
７４　　ドリフトガス入口
７６　　ゲート電極
７７　　コレクタ
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